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平成24年７月行事予定表平成24年７月行事予定表

日 曜 県協会・建産連・土木施工管理技士会 建災防・建退共・厚年基金 協同組合・火薬協会・保証会社

１ ㊐

２ 月 労働局安全衛生表彰式（宮崎）

３ 火
振動工具取扱作業従事者安全衛生教育
（延岡）
基金企業年金連合会基礎知識習得研修
（東京）

４ 水 雇用管理研修（上半期分）

５ 木
基金企業年金連合会年金財政入門
（6日まで東京）
建退共事務担当者研修会（高鍋）

火薬知事試験願書締切

６ 金 小型車両系建設機械（整地・掘削）
運転特別教育（7日まで清武）

７ ㊏

８ ㊐

９ 月 基金全国建設業厚生年金基金協議会理
事長及び常務理事会議（大阪）

10 火 宮崎県建設業協会常務理事会及び県との
意見交換会

建築物の鉄骨組立て等作業主任者技能
講習（11日まで清武）

11 水
宮崎県建設業協会現場見学会（都城工業
高校）
九州土木施工管理技士会総会

12 木 建退共支部職員会議、研修会
（13日まで東京）

13 金 低圧電気取扱い業務特別教育（延岡）

14 ㊏

15 ㊐

16 ㊊

17 火 基金納入告知書発送

18 水 2級土木施工管理受験準備講習会
（20日まで） ダイオキシン類特別教育（清武）

19 木

20 金
基金九地協宮崎部会役職員・事務職員
合同研修会
車両系建設機械（整地・掘削）
運転技能講習（21日まで清武）

21 ㊏

22 ㊐

23 月 火薬類取扱保安責任者受験準備講
習会（24日まで宮崎）

24 火 宮崎県建設業協会補助金審査委員会 木造建築物の組立て等作業主任者技能
講習（25日まで清武）

25 水 2級土木施工管理受験準備講習会
（27日まで）

26 木 基金企業年金連合会中堅職員セミナー
（27日まで東京）

27 金 不整地運搬車運転技能講習
（29日まで延岡）

28 ㊏

29 ㊐

30 月 情報化施工・工事成績・土木積算に関す
るセミナー（小林）

31 火 足場の組立て等作業主任者能力向上教
育（清武）
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項　　　　　　　　　目 所　　管 形　式

1 講師派遣のご案内「熱中症対策～正しい知識と対応で防ごう熱中症
～」（ミドリ安全・大塚製薬）

宮 崎 県
建 設 業 協 会 PDF

2 24.6.6 九州地方整備局との意見交換会資料を掲示板に掲載 宮 崎 県
建 設 業 協 会 PDF

3 24.6.1施行 宮崎県経常建設共同企業体取扱要領の一部改正(要領、
新旧)を公報に掲載 宮 崎 県 PDF

　上記文書をご覧になる場合は、予め会員の皆様方に通知しております ID及びパスワードが必要となります。
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平成24年８月行事予定表平成24年８月行事予定表

日 曜 県協会・建産連・土木施工管理技士会 建災防・建退共・厚年基金 協同組合・火薬協会・保証会社

１ 水 宮崎県建設業協会４級経理事務士特別研
修（２日まで宮崎）

２ 木 火薬保安講習（日向）

３ 金 情報化施工・工事成績・土木積算に関す
るセミナー（日向）

小型車両建設機械（整地・掘削）運転
特別教育（４日まで延岡）

４ ㊏
５ ㊐
６ 月

７ 火 九州建設業協会土木委員会（熊本） 職長・安全衛生責任者教育
（８日まで延岡）

８ 水 九州建設業協会建築委員会（熊本）
９ 木

10 金 高所作業車運転技能講習
（12日まで清武）

11 ㊏
12 ㊐
13 月
14 火
15 水
16 木 基金納入告知書発送

17 金 丸のこ取扱い作業従事者教育（清武）
災防団体連絡協議会（宮崎）

18 ㊏
19 ㊐
20 月

21 火 宮崎県建設業協会労務費調査説明会（日向）
監理技術者講習会（宮崎） 現場管理者統括管理講習（清武）

22 水 宮崎県建設業協会労務費調査説明会
（高鍋・西都）

23 木 宮崎県建設業協会労務費調査説明会（小林） 火薬保安講習（延岡）

24 金 宮崎県建設業協会労務費調査説明会
（日南・串間）

車両系建設機械（整地・掘削）運転技
能講習（25日まで延岡）

25 ㊏
26 ㊐

27 月 宮崎県建設業協会労務費調査説明会
（宮崎・高岡）

28 火 宮崎県建設業協会労務費調査説明会（西臼杵） 酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育
（清武）

29 水 宮崎県建設業協会労務費調査説明会（延岡）

30 木 九州建設業協会専務・局長会議（長崎）
宮崎県建設業協会労務費調査説明会（都城） 土止め先行工法講習（清武）

31 金
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宮崎県建設業協会

１．第３回常務理事会を開催

　平成24年６月７日（木）午前11時00分、建設会館「委

員会室」において開会された。開会にあたり、永野会

長から「本日は県土整備部および自民党会派の県議会

議員との意見交換会等が予定されていますので、運営

のご協力をよろしくお願いする。」との挨拶があり、引

き続き、会長が議長になって議事進行した。

　議題については次のとおり。

議題１　県土整備部との意見交換会について

　県土整備部との意見交換会については、岡田専務理

事が「公共工事の入札方式の概要」「総合評価落札方式

の実施状況」「競争入札・契約結果の推移」等の資料に基づき説明を行ない、意見交換会に臨むことが

承認された。

議題２　県議会自民党会派との意見交換会について

　県議会自民党会派との意見交換会については、岡田

専務理事が「公共工事設計労務単価推移」「県土整備部

公共事業推移」「災害対応空白地域状況」「建設業許可

業者推移」等の資料に基づき説明を行ない、意見交換

会に臨むことが承認された。

議題３　全建将来ビジョンについて

　全建将来ビジョンについては、樫村事務局長から、

全建がビジョンを公表する前に県協会の総会が開催さ

れたため、総会ではビジョンの公表ができなかったが、

改めて協会員にビジョンを配布したいことを説明した。

　協議の結果、全建ビジョンは配布せずに、県協会としてテーマを絞り方向性を出してから、県協会の

行動計画として公表することを決定した。

議題４　社会保険未加入対策推進協議会について

　社会保険未加入対策推進協議会については、樫村事務局長が国土交通省の「社会保険未加入対策推進

協議会」の初会合が行われたこと、６月５日の九地整との意見交換会でもテーマになったことを説明した。

　協議の結果、県協会としては、労務費問題と併せて、必要に応じて関係方面に要請をしていくことを

決定した。

議題５　労務費調査講習会の日程について

　労務費調査講習会の日程については、大谷総務課長から、昨年同様に宮崎県県土整備部との共催で、

県内８会場で実施するとの決定を受け、その日程が決まったことを報告し、該当地域の会長に挨拶をお

願いすることとで承認された。

永野会長挨拶

常務理事会
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議題６　次回常務理事会の開催日について

　次回常務理事会の開催日については、永野会長から７月10日（火）午後１時30分に開催したいと提

案があり承認された。当日は午後３時から県土整備部との意見交換会を予定することも承認された。

議題７　その他

　その他議題は、岡田専務理事が３件について説明を行ないすべて承認された。

　下記②と③の、記念講演会と意見交換会の出席者は、各地区協会から県協会に報告することで了解を

得た。

①　宮崎県商工会議所連合会から要請された、東九州自動車道及び九州中央自動車道の早期整備ア

ピールの新聞広告協賛について

②　NPO法人グリーンイノベーション宮崎の設立記念講演会に伴う宮崎・東諸地区を中心とした参

加要請について

③　全国建設業協会からの要請で、県協会の若手会員との意見交換会を６月25日（月）開催するため、

各協会１名の参加要請を行った。

以上すべての議題を終了した。

２．第２回宮崎県県土整備部との意見交換会

　平成24年６月７日（木）午後１時30分、県庁７号館735号会議室において、意見交換会を開催した。

　出席者は次のとおり。

　◇県土整備部

　　　大田原県土整備部次長

　　　管　理　課：江藤部参事兼課長、田村課長補佐、

　　　　　　　　　高妻主幹、串間主幹、宮田主査

　　　技術企画課：前田課長、木下課長補佐、森主幹、

　　　　　　　　　原口主幹、岩切主幹

　◇宮崎県建設業協会

　　　永野会長、山﨑・川上・谷口副会長

　　　堀之内・淵上・林・仁科・甲斐・竹尾常任理事

　開会にあたり、永野会長が冒頭で「建設業界を取り

巻く環境は依然として厳しいが、東九州自動車道の開

通が2019年度から、2016年度に３年繰り上がること。

また国土交通省九州地方整備局の直轄予算が32％増加

した。本日は、県議会自民党会派の議員との意見交換

会も予定されるため、前向きに捉えた意見交換会にし

たい。」と挨拶され、続いて、県土整備部大田原次長か

ら「５月実施された防災訓練について、建設業協会へ

のお礼を申し上げたい。県としては、九州地方整備局

の直轄事業予算は増えたが、補助事業の予算が厳しい

ことを危惧している。建設業協会と一緒に頑張りたい。

また、より良い入札制度にするため、地域社会貢献度

永野会長挨拶

大田原次長挨拶
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に応じた、総合評価方式の変更点の説明を行なうが、

協力をお願いしたい。」と挨拶された。

　県土整備部が情報提供を行ない、前田技術企画課長

が「総合評価落札方式の取り組み」と「施工体制点検

について」を説明した。続いて管理課の串間管理課主

幹が「建設業法に関する社会保険未加入対策の動向に

ついて」を説明した。

　主な情報提供は次のとおり。

•平成 23年度の宮崎県全体での総合評価方式は５割
であるが、土木工事一式では約８割であったこと。
•土木一式工事の評価シートにおける企業の地域社会貢献度について将来見直しをしたいため、今後

協会の意見を聞きたい。

•施工体制の点検の回数を重ねても、「安全確保の体制」や「下請け契約書の適否」で、不適割合が

多い項目があること。

続いて、永野会長が議長になり、意見交換会を行なった。主な意見は次のとおり。

協会：地域企業育成型の適用金額を引き上げる計画はないか。

　県：今回上げたばかりであり、様子を見たい。

協会：落札率90％について、率直な感想をお聞かせいただきたい。

　県：歴史を踏まえて考えると、さほどおかしいとの認識はないが、妥当か多少低いとも感じている。

　　　個人見解としては。

協会：社会保険未加入対策は、国交省の見直しに便乗したものであり、性急すぎるので、柔軟な対応を

お願いしたい。

　県：最初は指導から考える。

　その他協会からの意見は、以下のとおりであった。

　•災害対応空白地帯を出さないためにも、地元業者が落札するシステムを構築してもらいたい。

•道路河川パトロールを総合評価の対象から外してもらいたい。評価するならＪＶの仕組みを入れて
もらいたい。

　•一般土木とトンネルＶＥが同じ土俵ではおかしいので、評価基準の改正をお願いしたい。

　•経済対策の一環として出先の所長に権限を与え、混合入札を増やすことはできないか。

•熱中症対策として、歩掛部分の調整を沖縄県に準じて、亜熱帯単価を採用して労務費の割り増しを

お願いしたい。

　•全県一区において、地域精通度で５点や10点差がつくと厳しいため、見直すことはできないか。

　以上で意見交換会を終了した。

３．第１回宮崎県議会自民党会派との意見交換会を開催

　平成24年６月７日（木）午後４時、ホテルプラザ宮崎「桂若草の間」において本年度初めての意見交

換会を開催した。県議会議員の出席者は次のとおり。

意見交換会



－ 6－

　自民党県会議員…13名

　自民党三役　中野(廣)会長、丸山幹事長、外山(衛)政

審会長、星原県議会議員

　商工建設常任委員会　山下委員長、緒嶋・中野(一)・

押川・右松委員

　環境農林常任委員会　松村委員長、後藤副委員長、

福田・十屋委員

　開会に先立ち永野会長より「建設業界の問題解決に

県会議員の支援が不可欠であること。業界として防災、

減災に向けての社会的責任を果たしたい。」と挨拶し、

続いて、県議会自民党会派の中野会長が「国会で議論

されている消費税対策の前に、景気浮揚対策が必要で

ある。県議会としては、建設業協会との意見交換を参

考にして、予算の範囲内で努力したい。」と挨拶された。

　永野会長が議長となり、公共工事設計労務単価を議

題にして意見交換会に移った。まず、永野会長の指名

により、岡田専務が「公共工事設計労務単価年度別推

移」、「同職種別推移」、「同九州各県別労務単価」、「県

土整備部公共事業の推移」、「建設投資額と業者数の推

移」、「災害対応空白地域」、「建設業許可業者数推移」

の資料に基づき、建設業界の現状と課題を説明した。

　意見交換会での協会からの主な意見は次のとおり。

•労働環境を改善するために、行政がフォローして熱中症対策（沖縄亜熱帯補正）により労務費アップ

をしてもらいたい。

•落札率が 90％では、将来技術者が不在となる。現場管理費の見直しを行ない、法定福利費を引き上

げてもらいたい。

•現場経費は資材が６、労務費が４である。労務費単価が下がることは発注者の積算にもマイナスに作

用するため、発注価格の低下につながる。

•労務費単価の引き下げは、下請け業者へのしわ寄せとなる。

　県議からの意見は次のとおり。

•労務費講習会への参加業者が、許可業者総数 5,000 社のうち 20％の 1,200 社と少ない。協会員は就

業規則を整備していると思うが、下請け業者はどの程度整備しているのか。

•九州各県の労務費を比較すると、職種別での差は認められるが、全体を平均すると差は少ないと感じ

る。国に要望していくためには、詳細な裏付けが必要である。

•労務費単価のみでなく、企業としての利益はどうなのか。県民の理解を得るためには、トータルでの

説明も必要である。

　自民党中野会長から、認識を共有するためにも、年間をとおした意見交換会の開催が必要であるとの

発言をいただき、意見交換会を終了した。

永野会長挨拶

中野会長挨拶
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４．5.27宮崎県総合防災訓練が実施され本会も参加

　宮崎県や関係市町村、関連団体など122の機関・団体等が参加して、27日に「平成24年度総合防災訓練」

が県内12の会場で実施された。大雨による河川の洪水や地震・津波による被害を想定して行われた訓練

には、各会場合わせて延べ１万人超が参加。災害時における各機関・団体等の役割や、組織同士の連携

などを確認した。

　今年の訓練は、水防訓練や土石流対応訓練を実施した都城市と、地震・津波対応訓練を実施した日南

市の２会場をメインに行われたほか、宮崎市や延岡市、高鍋町など日向灘沿岸に位置する県内10市町で

津波避難訓練などが実施された。

　メイン会場の一つである日南市油津港で行われた訓練では、日南市東方の日向灘でマグニチュード

７．１の地震が発生し、大津波警報が発令されたとの想定のもと、自衛隊などによる救出・救助訓練、

赤十字による炊き出し訓練、建設関連団体によるライフラインの応急復旧訓練などを実施。

　また会場内では、ボランティアセンターの設置運営訓練や救援物資搬送訓練が行われたほか、県民へ

の意識啓発を目的として、防災関連製品の展示コーナーの設置、ＡＥＤの使用方法などを学ぶ防災フェ

アなども行われた。

　本会の訓練状況は次のとおり。

◆水防訓練や土石流対応訓練（宮崎県建設業協会・日南地区建設業協会）

　日南会場の訓練に参加した本会は日南地区建設業協会を中心として、津波により通行困難になった道

路上の瓦礫等を重機や人力で除去する作業を行った。また、展示・体験コーナーでは、東日本大震災の

被災地ボランティア活動の体験発表や、ボランティア活動状況のパネルを展示した。

　両協会の会長を務める永野征四郎氏は「南海トラフ地震の発生が危惧される中において、県土防災の

一翼を担う建設業には、県民の安全・安心を守る責務がある。訓練を通じて、建設業の果たす役割を広

く知ってもらうとともに、県民の防災に対する意識の向上を図り、力を合わせて取り組んでいきたい。」

と話した。
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　もう一つのメイン会場である都城市上水流地区の大淀川河川敷で行われた訓練には、関係団体から

616名の人員が参加。初の試みとして、国土交通省九州地方整備局が毎年、各県持ち回りで行っている

水防訓練と合同で行われた。

　訓練で挨拶に立った河野俊嗣統監は「東日本大震災の被害は記憶に新しく、水の猛威を痛感したとこ

ろである。本県も多くの水害に見舞われており、県民の安全・安心を守るためには、関係機関が連携し

て災害対応を続けていくことが必要だ。」と訓示した。

　訓練では、都城地域における集中豪雨により、河川の氾濫や土石流の発生が予想されるとの想定のも

と、国交省や県による情報収集・伝達訓練、都城警察署や消防団による避難誘導訓練、水防団や土木事

務所による水防工法訓練、建設関連団体による道路復旧訓練などを行った。

　本会の訓練状況は次のとおり。

◆地震・津波対応訓練（宮崎県建設業協会・都城地区建設業協会）

　都城会場の訓練に参加した本会は都城地区建設業協会を中心として、大型土のう工法に伴う土のうの

吊上げ作業及び設置作業を行ったほか、重機とトラックを使用して、新燃岳の噴火による降灰の除去作

業を行った。

　都城地区建設業協会の堀之内芳久会長は「河川の氾濫や新燃岳の噴火はいつ発生するか分からないた

め、協会では常に臨戦態勢を整えている。今回のような組織化された、実戦に即した訓練で、協会の果

たす役割をしっかりと確認したい。」と話した。

　宮崎県の防災力の向上を図るため、県では毎年５月の第４日曜日を「宮崎県防災の日」と定め、防災

関係機関はもとより自主防災組織や地域住民も参加して、全県下において総合防災訓練を実施している。



－ 9－

５．平成24年度宮崎県建設業協会青年部連合会通常総会が
  開催される

　平成24年度の通常総会は６月15日（金）午後４時30分から宮崎県

建設会館５階「会議室」において、松本昌大連合会部長（松本建設

株式会社専務取締役）の議事進行のもと、開催された。

　11支部協会青年部の正・副部長35名が出席し、次の３議案につい

て審議が諮られた。

　第１号議案　平成23年度事業及び決算報告について

　第２号議案　平成24年度事業計画（案）、収支予算（案）について

　第３号議案　任期満了に伴う役員の選任について（案）

　３議案についていずれも原案通り承認可決された。

　なお、本総会で選任された役員の皆様方は下記のとおりである。

平成24・25年度　社団法人宮崎県建設業協会役員名簿
役員種別 地 区 氏　　名 商号又は名称 役員種別 地 区 氏　　名 商号又は名称
部 　 長 宮 崎 宇治橋信雄 ㈲宇治橋建設 理 　 事 小 林 齊藤　　勲 ㈲齊藤建設
副 部 長 日 南 永野　伸弥 永野建設㈱ 〃 〃 木場　　亮 ㈱木場土建

〃 都 城 高野　俊三 高野建設㈱ 〃 〃 片地　憲文 ㈱淵上組

常 任 理 事 串 間 時任　　猛 ㈲時任工業 〃 東 諸 長友　正憲 ㈱長友組

〃 西 都 仁科聡一郎 ㈱仁科産業 〃 西 都 荒川　清志 ㈱荒川建設
〃 高 鍋 井尻　雄樹 川南工業㈱ 〃 〃 橋本　吉朗 ㈱橋本組
〃 日 向 中本　英紀 興洋開発㈱ 〃 高 鍋 河野　智博 ㈱河北

〃 延 岡 田邉　邦暁 ㈱田邉建設工業 〃 〃 西府真一郎 ㈲西府組

〃 高 千 穂 冨髙　徹雄 冨高工業㈱ 〃 日 向 奈須　健時 ㈱三矢建設

監 　 事 小 林 八重尾晋吾 ㈱八重尾組 〃 〃 岩本　倫尚 ㈾七組

〃 東 諸 高橋　信一 ㈱高橋組 〃 延 岡 畦田　勝典 可愛工業㈱
相 談 役 宮 崎 松本　昌大 松本建設㈱ 〃 〃 星川　信行 ㈱奈須組
　　常任理事
　　相談役計　　　12名 〃 〃 小野　陽平 東栄建設㈱

理 　 事 宮 崎 川越昌一郎 ㈱ダイニチ開発 〃 高 千 穂 竹尾　英樹 ㈱竹尾組

〃 日 南 熊田原　敬 ㈱熊田原工務店 〃 〃 戸髙　裕司 ㈱田中建設

〃 〃 竹井　哲博 ㈱竹井建設 〃 〃 甲斐　崇之 ㈱矢野興業
〃 串 間 谷口　大海 ㈱谷口組 　　理  事  計　　　23名
〃 〃 河野　義範 松浦建設㈱ 　常任理事：各地区青年部　部　長

　理　　事：各地区青年部　正・副部長
　相  談  役：青年部連合会　前部長

〃 都 城 坂元　誠治 ㈱坂元建設
〃 〃 松下樹一郎 丸昭建設㈱

松本部長挨拶

通常総会 新役員（正・副部長、監事） 青年部連合会新旧役員
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６．平成24年度優秀施工者宮崎県知事表彰 県知事より
　　表彰される

　去る６月４日（月）、「県庁知事室」において技術・
技能が優秀な者を表彰する『平成24年度優秀施工者
県知事表彰』が行われ、宮崎県建設業協会会員４名
(本会推薦３名、県建産連推薦１名)に対して、河野
俊嗣知事より表彰状並びに記念品が贈呈された。
　表彰式では、知事より、「受賞された皆様は、建
設現場の第一線で活躍されている方々であり、日頃
から地域振興や災害対応等に尽力いただいている。
公共事業費の削減や技能者不足など、建設業界が抱
える課題は多いが、これまでに現場で培った技術や
技能を次世代に繋いでいって欲しい。」と祝辞を述
べた。
　「優秀施工者宮崎県知事表彰」は、建設現場に直
接従事する者のうち、技術、技能、人格等に優れた人を対象に、その社会的評価、地位の向上を図ると
ともに、建設業のイメージアップ、若年者の入職促進等建設業の構造改善に寄与することを目的として、
平成５年から表彰を実施しているものである。
　受賞者（敬称略）は下記のとおりである。

氏　　名 年　齢 会　社　名 氏　　名 年　齢 会　社　名

坂 元　 千 昭 54 歳 永 野 建 設 ㈱ 児 玉　 孝 雄 55 歳 ㈱ 内 山 建 設

勝 目　 清 一 49 歳 ㈱ 𠮷 行 産 業 佐 藤　 康 広 43 歳 大 洋 建 設 ㈱

24年度優秀施工者宮崎県知事表彰受賞者
（左から勝目氏、児玉氏、河野県知事、坂元氏、佐藤氏）

坂元氏

児玉氏

勝目氏

佐藤氏
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７．下請債権保全支援事業が平成25年3月31日まで延長されました！

03 5253 8281 011 241 8654

03 3286 2260

03 4284 1250

03 5640 8695

03 3545 8562

03 5444 1522

03 3251 8392

03 5253 8281

011 738 0233

022 225 2171

048 600 1906

025 370 6571

052 953 8572

06 6942 1071

082 511 6186 03 5209 6740

06 6578 1650

06 6543 2843

082 511 6186

087 811 8314

092 471 6331

098 866 1910

03 5473 4575
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８．地域建設業経営強化融資制度が平成25年3月31日まで延長されました！

http://www.kensetsu kikin.or.jp/saimu/keieikyouka.html

03 5253 8281

011 738 0233

022 225 2171

048 600 1906

025 370 6571

052 953 8572

06 6942 1071

011 221 2092
03 3545 5125
06 6543 2944

082 511 6186

087 811 8314

092 471 6331

098 866 1910

03 5473 4575
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９．県設置の「公の施設」における指定管理者募集の
　　お知らせ

　宮崎県では、県が設置した「公の施設」について、民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上と

経費の削減等を図ることを目的に、平成25年度からの管理業務をお願いする指定管理者を下記のとおり

募集します。法人その他の団体（個人は除く）であれば、単独又はグループいずれでも応募ができます

ので、積極的なご応募をお待ちしております。

　具体的な募集情報は、下記の施設所管課にお問い合わせいただくか、県ホームページをご覧ください。

【県ホームページ】http://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/somu/gyosei/shitei_kanri/

【募集期間】７月上旬～９月上旬（※ホームページの募集情報（詳細）は募集開始と当時に更新される

　　　　　　予定です。）

【説 明 会】募集の詳細について説明会を開催します。（※参加申込みが必要です。）

募 集 予 定 施 設 名 所　在　地 施 設 所 管 課 電 話 番 号

県営住宅（27 団地）
日向土木事務所、延岡
土木事務所及び西臼杵
支庁管内

建築住宅課 （0985）26-7196

（ 参 考 ）

 指定管理者制度への移行は、下図の流れにより行うこととなります。

　　※「宮崎県公の施設の指定管理者制度の導入に関する指針」より抜粋

施
設
の
運
営
方
針
の
決
定

条
例
・
規
則
の
整
備

指
定
管
理
者
の
募
集

指
定
管
理
候
補
者
の
決
定

指
定
管
理
者
の
指
定

指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理

議
会
の
議
決

・
制
度
導
入
を
決
定

・
選
定
委
員
会
の
設
置

・
募
集
方
針
の
策
定

・
選
定
委
員
会
で
の
選
定

・
協
定
の
締
結

・
指
定
の
議
決

・
債
務
負
担
行
為
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雇用改善コーナー

平成 24 年４月１日現在

１．中小企業向けの主な雇用・労働関係助成金
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平成 24 年４月１日現在
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２．新規学校卒業予定者等の採用について

 宮崎県知事　　河　野　俊　嗣　
 宮崎県教育長　渡　辺　義　人　
 宮崎労働局長　小　林　泰　樹　

　新規学校卒業予定者等の就職促進に係る取組につきましては、平素より御理解・御協力を賜り厚くお
礼申しあげます。
　さて、県内の新規学校卒業予定者の直近の就職状況につきましては、高等学校においては、求人数及
び就職内定率ともに前年を上回っているものの、求人数は、いわゆるリーマンショック前の水準には回
復しておらず、大学においては、就職内定率が就職氷河期と言われた時期と同様の水準となっているな
ど、依然として厳しいものとなっております。
　このため、宮崎労働局内に設置しております宮崎新卒者就職応援本部において、県、労働局及び関係
機関が一体となって各種就職支援に取り組んでいるところであります。
　つきましては、一人でも多くの新規学校卒業予定者等の就職が促進されるよう、採用枠の拡大及び追
加求人の提出並びに高等学校や大学等の卒業後３年以内既卒者
の新卒枠での応募受付につきまして、特段の御配慮をお願い申
し上げます。
　併せまして、関係団体の皆様や関連産業の事業主の皆様への
働きかけに御協力くださいますよう、よろしくお願いします。

（文書取扱）
　宮崎県商工観光労働部労働政策課
　宮崎県教育庁学校政策課
　宮崎労働局職業安定部職業安定課

本県の雇用情勢等について
労働政策課地域雇用対策室
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３．平成24年度『建設産業人材確保・育成推進協議会 私たちの主張』　募集要領

１．趣　旨
　国土交通省と建設産業人材確保・育成推進協議会では、建設業を担っている皆さんの意識高揚を図る
とともに、一般の人たちへ建設業の役割や重要性について理解と関心を高めていただくために、建設業
で働く方の主張を募集します。建設業がもたらす ｢夢｣ や ｢憧れ｣、建設業の仕事を選んだ動機、これ
から就職しようとする若者へのメッセージなど、皆さんからの応募をお待ちしております。

２．実施内容

・応募資格 平成６年４月１日以前生まれで、建設業に入職後、１年以上の実務に携わってい
る方。

・題　　材 テーマは自由とするが、建設産業がもたらす「夢」や「憧れ」、建設業の仕事を選
んだ動機、自分の目標、これから就職しようとする若者や後輩へのアドバイス等、
建設産業のイメージアップにつながるテーマとする。

・応募方法 ①文字スペースを入れて、１２００字～２０００字程度（４００字詰め原稿用紙
であれば３枚～５枚以内）とする。
②原稿用紙に記入の場合、筆記用具は鉛筆（HB以上）またはボールペン。パソコ
ン等での作成・提出も可（プリントアウトして提出のこと）。
③応募用紙にテーマ名、氏名（ふりがな）、性別、生年月日、住所、電話番号、会社名、
勤続年数、職種等必要事項を記入の上、応募作の表面にホチキス止めして、４．
の提出先窓口あてに送付する。

３．応募期間 平成24年6月1日（金）～平成24年8月20日（月） （当日消印有効）

４．提　出　先 応募者が所在する各都道府県建設業協会等、または、人材協事務局（建設業振興
基金）に郵送。

５．作品提出先 各都道府県建設業協会等において受付した応募作を、平成24年8月24日（金）まで
に人材協事務局（建設業振興基金）へ送付する。

６．審　　査 •表彰者の公正かつ適正な選考を図るため、国土交通省が定める優秀作選考委員
会の議を経て、表彰者の選定を行う。

７．表　　彰 •最優秀賞は、１編程度として国土交通大臣賞とする。賞状に加え副賞を授与す
ることができる。
•優秀賞は、２編程度として国土交通省土地・建設産業局長賞とする。賞状に加
え副賞を授与することができる。
•佳作は10編程度とする。賞状を授与することができる。

８．発　　表 平成24年度　優秀施工者国土交通大臣顕彰式典（平成24年10月）にて、表彰予定。

９．そ　の　他 •本表彰の応募用紙又は応募作に記載の個人情報は、その運営に必要な範囲内で
利用します。応募者の同意を得ず、利用目的を超えて利用することはありません。
•応募作は自作の未発表のものに限り、入賞作の一切の権利は国土交通省に帰属
する。
•応募作は一切返却しない。

10．問い合わせ 〒105-0001　
東京都港区虎ノ門4-2-12　虎ノ門4丁目MTビル２号館６階
㈶建設業振興基金　構造改善センター
（建設産業人材確保・育成推進協議会事務局）
電話：03-5473-4572
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１．「監理技術者講習」の今後の日程についてお知らせ
　

 平成24年度の７月以降の講習は、下記のとおり、２回計画しております。都合のいい日を選んで受

講してください。

日　　　程 会　　　場

平成24年８月21日（火） 宮崎県技能検定センター（宮大前）

平成24年11月27日（火） 宮崎県技能検定センター（宮大前）

※お問い合わせ　　宮崎県土木施工管理技士会　　（ＴＥＬ　0985－31－4696）

監理技術者とは、

　発注者から直接、工事を請け負い、そのうち、総額3,000万円以上を下請け
契約して工事を施工する場合(土木)は、監理技術者を工事現場に置かなければ
なりません。

　監理技術者として建設工事に携わる方は、現行の建設業法では監理技術者資格者証と監理技術者講習

修了証が必要です。

２．平成24年度「土木施工管理技術検定試験１級実地試験

　　受験準備講習会」の開催のご案内

　７月１日に実施された1級土木施工管理技術検定試験の学科試験の結果はどうだったでしょうか。

　実地試験に向けた講習会を次のとおり開催します。学科試験に合格された皆さんは資格取得目指し、

頑張ってください。昨年、学科試験に合格されている方も今年の実地試験を受験する資格があります。

１級　実地講習　（２日間を２回開催）

日　　 時
平成24年８月31日（金）～９月１日（土）

平成23年９月７日（金）～９月８日（土）

場　　 所 宮崎県建設会館（宮崎市橘通東２丁目９番19号）

問い合わせ 宮崎県土木施工管理技士会（0985-31-4696）

技　士　会
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３．平成24・25年度　技術委員が決定

　平成24年６月５日理事会を開催し、平成24・25年度技術委員が決定しました。
　向こう２年間よろしくお願いします。

役　　職 支  部  名 氏　　　名 商 号 又 は 会 社 名 備　　考

委 員 長 日 　 南 坂 元 千 昭 永 野 建 設 ㈱

副委員長 宮 崎 海老原　淑　晃 ㈱ 川 上 土 木

〃 延 岡 前 田 一 男 ㈱ 山 崎 産 業

委　　員 宮 崎 川　越　昌一郎 ㈱ ダ イ ニ チ 開 発 新 任

〃 〃 田 村 季 大 ㈱ 田 村 産 業

〃 串 間 中 野 浩 光 山 下 産 業 ㈱

〃 都 城 平 原 敬 司 ㈱ 平 原 産 業 新 任

〃 〃 福 森　　 隆 大 淀 開 発 ㈱

〃 小 林 原　　 裕 一 原 工 業 ㈱ 新 任

〃 東 諸 武 田 直 隆 ㈱ 武 田 建 設 新 任

〃 西 都 佐 伯 万 樹 ㈲ 佐 伯 建 設 新 任

〃 高 鍋 甲 斐 有 信 ㈱ 桑 原 建 設 新 任

〃 日 向 海 野 芳 彦 ㈲ 菊 池 建 設

〃 〃 甲 斐 秀 樹 ㈱ 甲 斐 建 設 新 任

〃 延 岡 松 田 一 之 ㈱ 山 崎 産 業

〃 高 千 穂 工 藤 哲 二 同 盟 建 設 ㈱ 新 任

〃 本 部 東　　 康 雄 宮崎県土木施工管理技士会

〃 計 １７名

４．「コンクリート関連技術研修会」の開催のご案内

　宮崎県生コンクリート工業組合主催・㈳宮崎県建設業協会・宮崎県土木施工管理技士会共催で下記の
とおり研修会を計画しております。CPDS認定講習で６ユニットを取得できます。

研 修  名　　コンクリート関連技術者研修会
日　　時　　平成24年８月６日（月）　　１０：００～１７：００
場　　所　　ＪＡ・ＡＺＭ　本館大ホール
参 加 費　　会員　３，０００円　　非会員　４，０００円
申し込み　　宮崎県生コンクリート工業組合
申込締切　　平成24年７月17日（火）
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５．「ＪＣＭ特別セミナー」の開催のご案内

　昨年開催しました「JCM特別セミナー」が好評でしたので、今年も宮崎開催を要望しました。講師は、

ハタコンサルタント㈱の降旗　達生氏で、今回のテーマは「現場代理人の折衝力の向上のワンポイント」

となっております。少人数による演習形式で募集人員は30人となっております。申込みは全国技士会連

合会（JCM）のホームページのJCMセミナー（演習タイプの講習会）からになります。

　研修名　　現場代理人の折衝力向のワンポイント
　　　　　　「監督を鍛える 現場経験10年以上コース」

　内　容

１．現場代理人に必要な能力（講義と演習）

　　成果を上げる現場代理人になるための手法を把握する

２．総合評価方式　技術者ヒアリング対策（講義）

　　技術者ヒアリングで高評価を得る手法を知る

３．技術者ヒアリング実習（講義と演習）

　親密力（アプローチ）、調査力（リサーチ）、表現力（プレゼンテーション）、質疑応答力（クロージング）

を向上させる

４．発注者、協力会社、近隣住民との折衝力　向上対策（講義）

　　折衝力を向上させて現場をスムーズに運営する手法を学ぶ

５．折衝実習（講義と演習）

　　交渉力（クロージング）を向上させる

日　時　　平成24年 10月１日 (月 )　　９：３０　～　１７：００

場　所　　宮崎県建設会館

参加費　　会員　３，０００円　　非会員　２０，０００円

定　員　　３０名

申込み　　全国土木施工管理技士会連合会ホームページ

６．全国技士会連合会のアンケート調査依頼について

　先日、技術委員の皆さんを通じて依頼しました「土木施工管理技士に関するアンケート」に関する対

象者を登録させていただきました。全国土木施工管理技士会（JCM）のホームページにアンケート調査

がUPされましたら、対象者の皆様は回答をよろしくお願いします。
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建　退　共

１．共済証紙購入の考え方

◎共済証紙（１日券が310円、10日券が3,100円）は、公共工事だけでなく、民間工事を受注したときも
購入してください。
◎購入は、最寄りの金融機関において「共済契約者証」を提示し、「掛金収納書」に銀行の確認印を受け、
大切に保管してください。
※「掛金収納書」は、加入・履行証明（経営審査用、入札参加資格申請用）を申請する際に必ず必要
となります。

◎購入に当たっては、現場労働者の人数と就労日数を的確に把握し、それに応じた額を購入してくださ
い。
　※　人数等が把握できない場合は、下表を参考にしてください。
※　対象工事の現場労働者の加入率を70％と仮定した表ですので、実際の加入率を70％で除して購
入枚数を算出してください。
※　100万円未満の工事は、1,000～9,999千円の欄を適用してください。

工事種別

総工事費

土　　　　木

舗　装 橋梁等 隧　道 堰　堤 浚渫・埋立
その他
の土木

1,000 ～ 9,999千円 3.5/1000 3.5/1000 4.5/1000 4.1/1000 3.7/1000 4.1/1000
10,000 ～ 49,999千円 3.3/1000 3.2/1000 3.6/1000 3.8/1000 2.8/1000 3.6/1000
50,000 ～ 99,999千円 2.9/1000 2.8/1000 2.8/1000 3.1/1000 2.7/1000 3.1/1000
100,000 ～ 499,999千円 2.3/1000 2.1/1000 2.1/1000 2.5/1000 1.9/1000 2.3/1000
500,000千円以上 1.7/1000 1.6/1000 1.9/1000 1.8/1000 1.7/1000 1.8/1000

工事種別

総工事費

建　　　築 設　　　備
住宅・
同設備

非住宅・
同設備

屋外の
電気等

機械器具
設　　備

1,000 ～ 9,999 千円 4.8/1000 3.2/1000 2.9/1000 2.2/1000
10,000 ～ 49,999 千円 2.9/1000 3.0/1000 2.1/1000 1.7/1000
50,000 ～ 99,999 千円 2.7/1000 2.5/1000 1.8/1000 1.4/1000
100,000 ～ 499,999 千円 2.2/1000 2.1/1000 1.4/1000 1.1/1000
500,000 千円以上 2.0/1000 1.8/1000 1.1/1000 1.1/1000

《例１》 　　 　　
１．工事種別　　　住宅・同設備
２．工事契約金額　9,345,000円（税込）
　　9,345,000円　×　4.8/1000　×　100/70　＝　 64.080円
　（住宅・同設備）（購入代金率）（加入者率）　　 （購入額）
                                                                                         ↓
                                                                                        64,080 円÷ 310 円＝ 206.7 ≒ 207 日分
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（購入額）　（１日券）　       　（購入枚数）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※端数については繰り上げて購入
《例２》　 
１．工事種別　　　その他の土木
２．工事契約金額　787,500円（税込）
　　787,500円　×　4.1/1000　×　 50/70　＝　 2.306円
　（その他の土木）（購入代金率）（加入者率）    （購入額）
                                                                                     ↓
                                                                                     2,306 円÷ 310 円＝ 7.4 ≒８日分
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（購入額）　（１日券） 　　（購入枚数）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※端数については繰り上げて購入

加入率が100％の場合

加入率が50％の場合

※加入率が70％未満の場合は、
　理由書の提出が必要です。
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厚生年金基金

２．建退共宮崎県支部取扱状況（５月分）

建退共宮崎県支部　

　　 区分
月別   　

共　　済
契約者数 被共済者数 　　 　区分

月別 　  　
手帳更新
状　　況 退職金支給状況 掛金収納状況

（４月の状況）

４月末計
社

3,065
名

47,723 前年度累計
冊

391,458
件

44,192
千円

26,232,759
千円

112,514,713

加　　入 5 89 当　月　分 513 132 142,456 30,904

脱　　退 1 128 24　年　度　分 1,286 222 214,798 30,904

５月末計 3,069 47,684 累　　　計 392,744 44,414 26,447,557 112,545,617

１．事　業　概　況（５月分）

１．適　用 (平成24年５月末現在)

設立事業所数
加　　入　　員　　数

男 女 計

320 社 3,596 558 4,154
 
２．給　付

　　裁定状況 （平成24年５月末現在）

当　　　月　　　分 年　　度　　累　　計

件数 金　　　額 件数 金　　　額

第 １ 種 退 職 年 金 12 5,569,600 18 8,695,800 
第 ２ 種 退 職 年 金 21 4,768,700 43 11,074,300 
選 択 一 時 金 8 6,209,300 16 10,595,800 
脱 退 一 時 金 19 3,876,400 29 6,035,100 
遺 族 一 時 金 0 0 0 0 

３．年金経理（保有資産・時価） （平成24年５月末現在）

信 　 託 　 資 　 産 12,720,851,987 　円

合 　 　 　 　 　 計 12,720,851,987 　円

（人）

（円）（円）
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建　災　防

１．宮崎県における労働災害の現状について

　県内の建設業における平成23年の労働災害の発生状況を見ますと、死亡者数は３名になっており、平
成22年の死亡者数３名と同数ですが全産業に占める割合は37.5％を占めています。
　現場におけるリスクアセスメントの実施、経営首脳者によるパトロールの実施、安全教育の実施等に
よる企業の安全衛生水準の向上を図りましょう。

宮崎県における労働災害の現状

平成23年における「事故の型」別発生割合
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２．熱中症の予防について

熱中症とは熱中症とは熱中症とは ！

措置措置措置
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熱中症を防ぐために熱中症を防ぐために熱中症を防ぐために
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火 薬 保 安 協 会

１．平成23年火薬類による事故

　平成23年１月１日から12月31日までの火薬類による事故発生状況は次のとおりです。前年と比べま

すと、総事故件数で20％強減少しました。その要因は煙火による事故の発生が大幅に減少したためです。

ただし、負傷者数は前年よりわずかですが増加しています。これは、発煙筒（がん具煙火消費中の事故）

の消費において16名の負傷者が発生したためです。

業 種 別 作 業 別 事　　　故　　　概　　　要

　
産業火薬

製 造 中

環境試験室の恒温恒湿槽内で、発煙浮信号（ＫＭＡ43）９個、火せん（ＭＫ
25）10個の温度繰り返し試験（－30℃～－60℃）６月14日から６月24日まで
実施し、そのまま放置していた。６月30日ころ、宿直者が環境試験室に設置
していた連動型住宅用火災警報器が鳴動したため、現場を確認したところ、
環境試験室の換気口から煙が噴出していた。物的被害として、恒温恒湿槽１台、
発煙浮信号９個、火せん10個が焼損した。

消 費 中

罹災者が坑内で爆薬の装てん及び結線作業を終了し、点火位置に移動しよう
としたところ、別の場所で発破作業を行っていた作業員が誤って点火し、罹
災者に破片が当たり負傷した。

岩石採取のため発破を行ったところ、発破個所から約150ｍ(危険区域は100
ｍ)、敷地境界から20ｍ離れた他社の敷地に、最大でこぶし大の飛石が落下し、
倉庫の屋根、壁を破損し、隣接のガソリンスタンドのコンクリート張りの床
面に傷ができた。

そ の 他

倉庫内でグラインダーを使用して作業中、倉庫内に40年間放置されていた黒
色鉱山火薬（350ｇ）に火花が引火し爆発したため、作業を行っていた従業員
が顔や両腕に火傷を負った。

事故車両の修理の際に、取り外していたプリテンショナー付きシートベルト
ユニットを分解していた被害者が、分解したユニットの一部（起動部分）とバッ
テリーを接続したところ、起動用火薬が爆発した。その際、飛び出した綱製
の部品（長さ７㎝）が右腕に刺さり負傷した。

煙 火

製 造 中 文化祭における化学部による実験披露のための準備中に、生徒が過塩素酸カ
リウムと赤リンを混合していたところ爆発し、生徒１名が両手に火傷を負った。

消 費 中

やぐらに固定された大筒煙火（薬量5.6㎏）に点火するため、ふりこみ棒と呼
ばれる点火棒（薬量800ｇ、直径３㎝の竹の中に火薬を入れ、荒縄を巻いた物
で、煙火主催者が製造。）に着火し、やぐらを登っていたところ、点火棒が破
裂し弾みでやぐらから落下（1.8ｍ～２ｍ前後）、頭部を打ち意識不明となり、
13日後の５月６日に亡くなった。

校内の競技部用ロッカーに保管されていた競技用紙雷管の確認を行うため、
収納していた箱の蓋を開け中身を確認後、蓋を閉めた際に箱の中に保管され
ていた30粒程度の紙雷管すべてが爆発し、生徒１名が右手の指と頬に火傷を
負った。

花火大会のプログラム20番中、18番目で一発の花火が横にはね、花火の破片
が観客に当たり、６名の男女が火傷を負った。

手筒煙火（1,600ｇ）を消費中破裂し、従事者１名が左手首を骨折し、全身
11％、顔面４％の火傷を負った。
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煙 火 消 費 中

小型煙火14台を打揚げる際、１台目の３，４発目が横方向に飛び、危険区域内
の地上３～４ｍ上空で開発した。煙火筒を１台ずつブロックで固定していた
が、導火線に着火しやすいように煙火筒を少し斜めに設置したため、発射が、
煙火筒が倒れかかった。

スターマイン打揚げ中、星（４号）数が火のついたまま地面に落下したため、
枯草に着火し、約5000㎡を焼損した。

煙火消費中に煙火の燃えかすが安全な距離を越えて（52ｍ～ 63ｍ）飛び、周
辺の草むらに燃え移ったもの。失火箇所３ヶ所。

花火大会において、煙火消費中に筒ばねが発生し異常飛翔した。異常飛翔は
消費場所の範囲のみで発生した。

２艘の水中花火投込み船から単発玉及び箱入玉をバーナーで点火し水面投下
しているとき、着火不良により黒玉が発生した。

花火大会において、打ち揚げ花火の残滓が観客１名（女性）の目に入り、角
膜上皮切創（全治１週間）の軽傷を負った。

湖面上で２艘の船で煙火を消費中、それぞれの船で１個ずつ計２個の不発が
発生した。翌日、不発玉の捜索にあたったが発見には至らなかった。

夏祭りにおいて、通称小型煙火を消費したところ、残滓が危険区域外にいた
被害者の目にはいった。被害者は病院にて目を洗浄し、異常は見られないが
経過観察として帰宅した。

花火大会において、打揚げ花火の残骸が、立入禁止区域外で見物していた観
客の右目に当たった。

ふるさと祭りにおいて、25玉120発を消費した。翌29日朝、住民がふるさと
祭りで発生したと思われる黒玉１個を発見した。

湯澤神社例祭大煙火大会において、尺玉３個を打ち揚げたところ２番目に打
ち揚げたものが上空で開発せず、打揚地点から南方約100ｍ地点（安全は距離
は250ｍ）に落下し開発した。開発の衝撃で開発地点から東方約６ｍにあった
観音堂の外壁等が破損した。　　　

奉納花火「花火動乱蜂」の祭り中、通称小型煙火（輸入品）を消費中に、消
費現場から12ｍ離れた立木の枯れ枝部が燃えた。なお、安全な距離は40ｍで
あった。

琉球王朝祭り首里において、煙火消費中に小型煙火の破片（直径約23㎜厚さ
約10㎜）が打揚位置から約70ｍ離れていた観客の右瞼に当り負傷（右目瞼切
創、右前頭部打撲傷）した。

がん具煙火
消 費 中

防火管理者講習会の火災の擬似体験をするため、階段付近で防火扉を閉めた
まま発煙筒２本を消費したところ、煙が充満し、喉の痛み、吐き気、せき、
息苦しさなどを訴えた６名が病院に搬送され、うち２名が入院した。また、
翌日以降に10名が体調不良で医療機関を受診した。

男子高校生２名が公園に放置されていたライターとロケット花火（６本）を
見つけ、消費していたところ、２本目が公園の法面に落下した。落下場所の
枯草に着火し、21㎡を焼損した。

打ち上げ式のがん具煙火（大利根１号、薬量10ｇ）を消費したところ、花火
が風で煽られ直接山林に入り、火災となった。消防車３台で約50分後鎮火に
至ったものの、山林0.9haを焼損した。

がん具煙火を消費中、花火が点火直後に爆発した。その際の飛散破片により
眼鏡が破損し、破損欠片が右目に入り負傷した。

がんろう中 無許可で花火をばらして、火薬を集め、詰めていたときに爆発した。男性１
名が左前腕挫滅（手術により切断）の重傷を負った。
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２．火薬類関連事業者に対する台風期の防災態勢強化に
　　ついて

　台風期等における防災態勢の強化について、経済産業省原子力安全・保安院長から火薬関連事業者
に対して次のとおり依頼がありましたので適切な対応をお願い致します。

記
⑴　豪雨などの風水害に起因した土堤等事業所の施設の破損については、可能な限り速やかに復旧し、
保安機能の維持に努めること。
⑵　落雷に備え、避雷針の機能が維持されていることを確認すること。確認の結果、機能の低下若し
くは喪失している場合には、可能な限り速やかに復旧し、保安機能の維持に努めること。
⑶　高温や多湿により、火薬の安全性が損なわれることがないよう、保管されている火薬類の「製造
時期」「性状」などの状況をよく把握すること。
⑷　万一、事業所等が被災した場合には、被害の拡大を最小にするよう努めるとともに、速やかに所
管の官署に連絡を行うこと。

３．平成24年度火薬類取締法令集のご案内

日本から火薬類の事故を撲滅するために

編　集：日本火薬工業会資料編集部

版　型：Ｂ５版（従来Ｂ６版）

頁　数：448頁（従来755頁）

定　価：4,000円（送料・税込）価格据置

お申込み：宮崎県火薬保安協会
　　　　　TEL（0985）25-4678
　　　　　FAX（0985）28-4147
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保 証 会 社

１．宮崎県内の公共工事動向（前払保証分）（５月分）

 西日本建設業保証㈱　
 宮　 崎　 支 　店　

Ⅰ．全般の状況  （単位：件、 百万円） 
当　　　月 累　　　計

件　数 増減率 請負金額 増減率 件　数 増減率 請負金額 増減率
平成２４年度 204 24.4% 8,028 78.9% 381 ▲0.3% 20,597 2.8%
平成２３年度 164 ▲2.4% 4,487 ▲40.0% 382 ▲3.3% 20,043 ▲30.5%
平成２２年度 168 ▲10.6% 7,478 ▲37.2% 395 ▲4.6% 28,843 37.1%

※増減率：当月は前年同月比、累計は前年同期比。以下同じ。

Ⅱ．発注者別の状況  （単位：件、 百万円） 
当　　　月 累　　　計

件　数 増減率 請負金額 増減率 件　数 増減率 請負金額 増減率
国 21 61.5% 4,331 478.0% 31 ▲26.2% 4,931 ▲14.4%

独立行政法人等 3 200.0% 132 124.7% 18 50.0% 6,242 80.1%
県 58 41.5% 1,502 65.2% 129 ▲14.6% 5,899 ▲1.0%

市 町 村 121 14.2% 1,918 9.3% 202 16.8% 3,380 ▲9.1%
そ の 他 1 ▲66.7% 142 ▲85.9% 1 ▲75.0% 142 ▲87.5%

計 204 24.4% 8,028 78.9% 381 ▲0.3% 20,597 2.8%

Ⅲ．地区別の状況  （単位：件、 百万円） 
当　　　月 累　　　計

件　数 増減率 請負金額 増減率 件　数 増減率 請負金額 増減率
宮 　 崎 45 32.4% 1,259 ▲42.8% 87 20.8% 4,172 11.1%
高 　 岡 4 ▲42.9% 62 ▲77.3% 11 ▲31.2% 131 ▲64.0%
西 　 都 3 ▲50.0% 33 ▲37.2% 10 ▲50.0% 103 ▲87.2%
高 　 鍋 12 140.0% 268 154.1% 22 0.0% 1,884 38.4%
日 　 南 13 0.0% 1,953 850.5% 17 ▲37.0% 2,077 157.0%
串 　 間 8 0.0% 48 ▲51.5% 8 ▲42.9% 48 ▲71.4%
都 　 城 29 16.0% 630 61.5% 52 ▲1.9% 1,091 ▲34.4%
小 　 林 19 26.7% 188 ▲27.7% 39 25.8% 562 ▲5.6%
日 　 向 34 78.9% 1,157 219.4% 72 16.1% 7,557 32.3%
延 　 岡 23 21.1% 2,154 528.6% 41 ▲10.9% 2,598 ▲43.1%
西 臼 杵 14 7.7% 270 42.8% 22 15.8% 369 57.7%

計 204 24.4% 8,028 78.9% 381 ▲0.3% 20,597 2.8%

＜月別請負金額 （前払保証分）＞
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　　　～制度採用市町村増加中。綾町、川南町でも 
　　　　　　　　　　　　中間前払金を請求できるようになりました。～  

　中間前払とは、      

　当初の40％の前払金に加え、さらに20％の前払金を請求することができる制度です。

＜制度採用発注者＞
　宮崎県、宮崎市、都城市、延岡市、日南市、小林市、串間市、西都市、三股町、高鍋町、国富町、綾

町、木城町、川南町、都農町、美郷町、高千穂町、日之影町、椎葉村、諸塚村、国土交通省、農林水産

省など。　　　

　

＜中間前払のメリット＞
　１．簡単な手続きで工事代金を工事途中に回収できます。

　２．一括現金払出ＯＫ、前払金払出依頼書も弊社で作成します。

　３．保証料が一律０.０６５％と格安です。

　　　例１）保証金額　５００万円の場合　　保証料は　　３２００円

　　　例２）保証金額１０００万円の場合　　保証料は　　６５００円

＜請求可能時期＞
　工期の２分の１を経過し、かつ工期の２分の１を経過するまでに実施すべき作業が終了し、工事の出

来高が50％以上となったとき。

＜保証申込時に必要な書類＞
　　１．保証申込書

　　２．使途内訳明細書 

　　３．中間前金払認定調書（通知書）の写し

※認定調書とは、その工事が中間前払の支出要件を満たしていることを発注者が証明する書類です。

　中間前払金を請求可能な時期になりましたら「中間前金払認定請求書（申請書）」に「工事履行報告書」

を添えて発注者に提出して下さい。発注者から「中間前金払認定調書（通知書）」が発行されます。

平成24年度宮崎県内の中間前払保証実績（平成24年５月分）
（単位：件、千円）

発　注　者 件　数 請負金額 増減率(件数) 増減率(請負金額)
宮　崎　県 16 714,862 ▲15.8% 4.5%
宮　崎　市 5 192,068 0.0% 67.1%
延　岡　市 4 48,333 100.0% ▲14.7%
美　郷　町 2 53,025 ＜　　　 ＜　　　

計 27 1,008,289 ▲15.6% ▲3.2%

２．中間前金払制度のご案内
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～ 全市町村で前払金が４０％になりました。～

　この度、綾町の前払金が40％になりました。

　これに伴い、宮崎県内26市町村全てで、40％の前払金を請求できるようになりました。

　なお、県内全市町村の前払金が40％になったのは、九州では大分、長崎、鹿児島に次いで宮崎は４番

目です。

　今後とも、西日本建設業保証では、中間前払等、皆様のお役に立つ前払保証制度の拡充・情報提供に

努めて参りますので、制度詳細・申込手続等につきましては、弊社（電話0985-24-5656）へお問い合わ

せ下さい。

前金払制度実施状況一覧表

発  注  者  名 対 象 金 額 前  払  率 業 務 委 託 中 間 前 金 払

宮 崎 市 100 万円～ 40% 30% 平成１５年度採用

都 城 市 100 万円～ 40% 30% 平成２０年度採用

延 岡 市 100 万円～ 40% 30% 平成２０年度採用

日 南 市 100 万円～ 40% 30% 平成２４年度採用

小 林 市 100 万円～ 40% 30% 平成１８年度採用

日 向 市 300 万円～ 40% 30% －

串 間 市 100 万円～ 40% 30% 平成２３年度採用

西 都 市 100 万円～ 40% 30% 平成２０年度採用

え び の 市 100 万円～ 40% 30% －

三 股 町 100 万円～ 40% 30% 平成２２年度採用

高 原 町 100 万円～ 40% 30% －

国 富 町 100 万円～ 40% 30% 平成２４年度採用

綾 町 100 万円～ 40% 30% 平成２４年度採用

高 鍋 町 100 万円～ 40% 30% 平成２２年度採用

新 富 町 100 万円～ 40% 30% －

木 城 町 100 万円～ 40% 30% 平成２３年度採用

川 南 町 300 万円～ 40% － 平成２４年度採用

都 農 町 100 万円～ 40% 30% 平成２３年度採用

西 米 良 村 100 万円～ 40% 30% －

門 川 町 100 万円～ 40% 30% －

美 郷 町 100 万円～ 40% 30% 平成１７年度採用

諸 塚 村 100 万円～ 40% － 平成２４年度採用

椎 葉 村 100 万円～ 40% 30% 平成２３年度採用

高 千 穂 町 100 万円～ 40% 30% 平成２３年度採用

日 之 影 町 100 万円～ 40% 30% 平成２３年度採用

五 ヶ 瀬 町 100 万円～ 40% 30% －






